
消費穣軽減税率制度の概要と

キャッシェレス決済セミナー
今年10月 に迫る消費税増税では、事業者・消費者の双方で様々な混

舌Lが生じることが予想されます。例えば、対象品目…価格表示…変更
となる事務処理。更に従業員教育の必要性など。事業者にとつて大き

な負担になります。
本セミナーでは、軽減税率制度のlll要をしつかり知つていただき、同

制度による事業者への影響や事務に係る確認事項、国の支援施策等に
ついて、ポイントを絞り、分かりやすく解説いたします。

併せて、キヤッシュレス決済導入に対する税制優遇や補助金なども予

定されています。デビットカード・クレジットカードから今話題の
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踏まえてわかりやすく解説します。
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◆消費税軽減税率制度の概要◆
・軽減税率つて何 ?
・軽減税率の対象商品
・事業者が対応すべきこと
,免税事業者は排除される?
・レジの導入 ・改修支援

◆キャッシュレス決済◆
・キャッシュレス決済 とは

1)前払い 2)後払い 3)即 時払い
・キャッシュレス決済サー ビス比較
・事例紹介

1)商店街の導入事例

2)飲食店の導入事例
・キャッシュレス決済導入のポイン ト

名古屋大学卒業。大手銀行で小規模事業者から上場企業まで幅広く融資を担当。

経営者と従業員、債権者と債務者、事務権利へのIT活用、創業から廃業まで、幅広い実体験に基づい

た「今、ここで使える」実務ノウノヽウを提供する。商工会、商工会議所の派遣専門家の他、倉」業塾、

事業再生、事業承継、補助金申請などのセミナー実績も豊富。

中小企業診断士、一級建築士、行政書士、情報セキュリティア ドミニス トレータ。

下仁田町商工会 行 FAX: 0274‥ 82‥5595
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